
７章３節 

５ 小児救急を含む小児医療 
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乳児死亡率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 

※ 乳児死亡率とは ⇒ 生後１年未満の乳児死亡の出生千人当たりの割合である。 

 

【数値目標】 

項 目 現 状 目 標 目標年次 

乳児死亡率（出生千人対） 
1.5 

（Ｒ元～Ｒ３） 
現状維持 令和11年度 

 

【ロジックモデル】 

 

 

番号 番号 番号

指標 乳児死亡率（出産千人対）

1 子どもが症状に応じて受療できる医療提
供体制が整備されている。

安心して子ども生み育てることができる環
境になっている。1

1

個別施策 目標（中間アウトカム） 目的（分野アウトカム）

圏域ごとに、体系的な小児救急医療体
制を確保する。

4 小児在宅医療体制の整備に努める。

2
医師のキャリアステージに応じた確保対策
の実施の中で、積極的に小児科医の確
保に取り組む。
小児救急電話相談事業の活用のほか、
医療機関の適正受診などについての普
及啓発に努める。

3


